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１　他人が排出した廃棄物の収集・運搬を許可なく業として行なうことは法律で禁じられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

    違反すると、５年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金（法人にあっては三億円以下の罰金）又はその併科に処せられることが

２　事業系廃棄物については、次の事項にご留意願います。

５　構内では安全のため、交通標識等のルールを遵守し係員の指示に従ってください。

有

すきとり芝

グラスウール

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　（　　　　　　　　　　）

　　　・産業廃棄物は、上記の表に該当するものだけが搬入できます。

ガラス製品（瓶、ガラス片）

すきとり芝

＊札幌市家庭用指定
　ごみ袋（有料袋）は
　使用しないでください。

　　　・可燃性のもの、中空のもの、最大の辺又は径が1.5mを超えるもの、重量が100kgを超えるものは搬入できません。

無

ガラスくず及び陶磁器くず

一
般
廃
棄
物

    場合があります。   

６　※印のある欄は、記載しないでください。

焼却灰等

石炭がら、コークス灰

□

不燃ボード・タイル類

食品廃棄物

□

廃石綿等

陶磁器類

ガラス類

＊札幌市環境対策課届出済工事の廃石綿等のみ

分　　　　類

□ 記入事項に相違ありません
□ 下記の注意事項を遵守し
　　廃棄物の搬入を申し込みま
す

記載例)
  　　　　札幌　123　さ　4567

住所又は所在地

マニフェスト

＊缶詰、瓶詰のみ

４　札幌市家庭用指定ごみ袋（有料袋）を使用しても料金は別途かかります。

燃えがら

排　出　現　場
(札幌市内のみ)

陶器製品

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　）

種　　類

活性炭

 札幌市　　　 区　　　　　　　　　　　　(上記住所と同じ場合は「同上」と記入)　

        その他、受入できる廃棄物には制限があります。詳しくは、計量所及び場内の搬入指導員にお問合わせください。

　　　・廃棄物の運搬に使用したビニール袋等は、飛散防止のために必要な場合を除きお持ち帰り願います。

家
庭
ご
み

（
ご
自
宅
の
ご
み

）

事
業
系
廃
棄
物

氏名又は会社名

電　話　番　号

運

搬

者

様式9  (令和５年４月改定)　　　　　　　　　　　　ご　み　搬　入　申　込　書 　（埋立用）　　　

※　運搬者と排出者が異なる場合は下記にも記入してください。

氏名又は会社名
（建設業は元請業者名を）

電　話　番　号

　廃棄物を以下のとおり搬入したいので申込みます。

車　両　番　号

排

出

者

整　理　番　号

３　一部に不適正な搬入が見受けられますので、搬入状況の記録のため、本人確認（運転免許証等）及び写真撮影をさせていただく

※ ※　受入基準に基づく適切な搬入のため本申込書を記載いただきますが、本申込書
に記載された個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理いたし
ます。

産

棄

廃

棄

物

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　）

衛生陶器製品（便器類）

    あります。   

注

意

事

項


